
バイオ後続品使用の促進について 

 

当院では、厚生労働省の方針に従いバイオ後続品の使用に積極的

に取り組んでおります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

先行バイオ医薬品よりも低価格なため、患者様の医療費負担の軽減

が期待されます。 

 

皆様の御理解と御協力を御願い致します。 

 

ご不明点等ございましたら､主治医又は薬剤師にお尋ねください。 

 

        独立行政法人地域医療機能推進機構 湯河原病院 

※バイオ後続品(バイオシミラー)とは先行バイオ医薬品の特許が切れた

後に他の製薬会社から発売されるお薬です。 

(例：エタネルセプト BS 皮下注、インフリキシマブ BS 点滴静注等) 

 

※先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性及び有効性が様々な試

験により確認されています。 
 

 

 

 

 

 


